
平成 26年度第４回岸和田市介護保険事業運営等協議会会議録 

  第４回岸和田市地域包括支援センター運営協議会会議録 

  第４回岸和田市地域密着型サービス等運営委員会会議録 

 

【案件】 

 

(１)岸和田市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計

画について 

 

(２)平成 26 年度上半期介護保険事業運営状況につい

て 

 

(３)平成 26 年度上半期包括支援センター運営状況に

ついて 

 

(４)その他 

 

 

【日時・場所】 

平成 27年２月 17日(火)14:00～15:30 

 岸和田市役所新館４階第１委員会室 

【出席委員】 

・大塚会長・岩井委員・出水委員・金本委員 

・松谷委員・小田委員・吉田委員・南委員 

・和田委員・皆見委員 

【事務局】 

・北本介護保険課長・西河介護保険課調整参事 

・石原介護保険課担当主幹・井出介護保険担当

主幹・中野介護保険課担当長・庄司福祉政策課

担当主幹 

・田中（地域包括支援センター社協） 

・大浪（地域包括支援センター社協久米田） 

・休場（地域包括支援ｾﾝﾀｰ萬寿園葛城の谷） 

・富士田（地域包括支援センター萬寿園中部） 

・丸山（地域包括支援センターいなば荘北部） 

・渡辺（地域包括支援ｾﾝﾀｰいなば荘牛滝の谷） 

司会…事務局 

事務局…それでは、これより会議に入ります。まず、本日の会議の委員出席状況をご報告します。

出席委員は 10名です。岸和田市介護保険事業運営等協議会規則第６条第２項の規定によ

りまして、本会議は有効に成立しておりますことをご報告させていただきます。 

ただいまから、本日の案件に入らせていただきますが、この会議は公開となっており、

また会議録は後日公表することになります。ご発言の際はマイクを使用していただきま

すようお願い申し上げます。それでは、大塚会長に議事の進行をお願いいたします。 

会 長…前回の協議会は、前日に急遽会議が入りまして欠席いたしました。失礼いたしました。

大谷副会長に感謝申し上げます。たまたまですが、１月の早々に新聞を読んでいますと、

高齢のご婦人の「この服を買おうかな、やめようなか」という俳句が載っていたのをご

覧になったでしょうか。その方のお歳は 98 歳だそうです。人間いつまでも若々しいお気

持ちがあるんだなあということで、高齢者であっても生命尽きるまで人間として生きて

ほしいと、私もそういう気持ちでいますけれども、そういった一翼を介護保険は担って

いるということも踏まえて、今日も２時間よろしくお願いします。 

    今日は案件が大きく３つございます。まずは案件１の岸和田市高齢者福祉計画・第６期

介護保険事業計画案につきまして、先日パブリックコメントを頂戴しておりますんで、

その報告と合わせましてまずは第５章まで修正点につきましてご報告を賜りたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

事務局…配付資料に基づき、岸和田市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画案についてパブ

リックコメントの報告と第５章までの修正点について報告。 

会 長…ただ今は修正をもとにした第５章までのご説明でした。あわせましてパブリックコメン

トにつきましてもご説明ございましたけれども、委員さんの方で何かご意見ご質問など



ありましたら承ります。 

    ご意見が出る前に、これは必要ではないと思うのですが、パブリックコメントがある程

度の数があがってございますよね、市町村によっては議員さんの方にパブコメを求める

ところもあるんですが、当市は議員さんから意見を求めるということはやっておりまで

しょうか。 

事務局…（パブリックコメントの実施について）説明には行きましたが、あらためて意見を求め

ることはしていないです。 

会 長…たまたま知っているある市が、前もって議員さんに意見を求めるところがあったので、

ご紹介かたがた申し上げたわけです。他、いかがでしょうか。後半に出てきますが、市

民の関心事は保険料がいくらになるか、ということでしょうが。さらに新しい地域支援

事業にも関心をお持ちになっていることは、今の傾向であるし、同時にありがたいなと

いうご意見をいただいておりましたのでご質問お願いします。 

    最終の詰めでございますので、少し時間をかけて皆さんから伺っております。 

委 員…認知症高齢者のご家族の方とか、いろいろと不安を持ってらっしゃるとか、ここのパブ

コメにも出てますけれどもサポーターさんが、いわゆる素人の方ということで、非常に

不安を感じてらっしゃるということで、お答えも入っているんですが、サポーターさん

の市民に対する認知度はいかがなものなのか、ということをお伺いしたいです。 

事務局…福祉政策課の職員が遅れてきますので、その後、ご説明いたします。 

会 長…今後は認知症が増えることは、新聞テレビ等々でご存知だと思うのですが、今回の第６

期は、大きな改正、分岐点の一つでございましょうね。この制度を今後維持するかどう

かの分岐点だといってもいいと思います。住民の方々にもご負担を願う部分は大きいで

しょうし、制度改正については、要支援１、２の方については市町村事業にしようとか、

これはすべて財政の問題です。どんどんと多くの方々が介護保険をお使いになるので、

特に軽度の方、平成 18年度から要支援１、２が入りましたが、そのころからどっと軽度

の方がお使いになった、費用圧迫ということがありまして、それと同時に認知症の数が

日羽状に増えていったということについてはですね、予想以上に大きな数字なんですね、

たとえば 123ページを開いてください。この計画は最後に言葉の説明が載っていますが、

認知症だけでもこんなに多くの言葉が載っているんですね。認知症だけでこんなに多く

の項目があるということは、同時に問題が逼迫しておって、またいろいろな問題で、対

策も困難だということですね。その中で先生の方からキャラバンメイトもその一つです

し、その次の認知症ケアパス、要は認知症の方も軽度の方から重度の方まで、症状に応

じて対応するようなケアをしましょうということです。認知症と言いましても千差万別

でございますので、症状とか段階にあったケアをしましょう、というのが今回の改正の

強調された部分だということですね。 

委 員…別に意見という訳ではないのですが、これから高齢者増えてきて、認知症の方も増えま

すし、介護の必要な人も増えると思うんですけれども、だから介護予防とか認知症の予

防とか、それが大切になってくるかなあと思います。この中にもありますように、自助、

互助、共助、公助とありますけれども、だんだんと地域の力をできるだけ充実させるこ

とが必要になってくるかなあと思います。それから地域包括ケアシステムのところの住

まいというところなんですが自宅とそれからサービス付き高齢者向け住宅というのが入

ってますけれども、わかりませんけどそこの施設だったら事業者が囲い込みというのが

自宅に比べると多いのではないかなあという懸念があるかと思います。そういうことも

含めてこの計画にも書かれていますように、ケアマネさんの資質の向上が大きく何事に

関しても大事じゃないんかなあと思います。それとパブリックコメントにもありますよ

うに地域包括支援センターの負担が、いよいよ荷が重いというか、いろいろと大変なこ



とになってくるんだろうと思います。そしたらあの人員で広範囲なことに手が回るかど

うかという心配があります。ここに答えを書いていただいていますが、中学校区に１つ

というのが岸和田市には６箇所しかありませんし、なかなか範囲が広いところ、今の状

態ではなかなかできないんではないかなあという懸念があります。それといろいろと手

当とか考えていただいている情報ですね、情報の認知というか周知ですが、ホームペー

ジもあるし、広報にも載せているし、いろいろ知らせているって言いますけれども、本

当にその情報がほしい人のところに届いているかということですね、出来るだけ広報の

あり方についても考えてほしいと思います。（その他、誤字脱字を指摘。） 

会 長…細かくご指摘いただきありがとうございます。事務局に置きましては、おっしゃたこと

につきましてはご留意願いたいと思います。事務局から何かご意見ございますか。 

事務局…たくさんご意見頂戴しまして、有難うございました。まず適正化の点なんですけれども、

サ高住ですね、現在大阪府の方が登録制と、居宅の事業所につきましては保険者という

ことになっておるんですけれども、今後、連携もとりまして、適正化、本当に適切なケ

アプランがなされているのかどうかですね、そういうところをきっちり見ていきたいと

思っております。あと今の話の補足なんですが、集中減算も言われております。今現在

のところから 90％から 80％に落とすともいわれてますんで、そういう観点からも一定メ

スが入るのかなと考えております。あと包括のお話でございます。これも基本的には 3000

から 6000の高齢者に１ヶ所という国の指針がございます。今現在は基準省令と言いまし

て施行規則で決まっておるんですけれども、来年度からですけれども分権一括法ですか、

そちらの方で保険者の方で条例化するということになっております。ですので、3000 か

ら 6000ということになってくるのかも知れませんけれども、但し、今は包括の設置が圏

域に１ヶ所となっていますので、包括の人員の増員も一つの選択肢なんですけれどもそ

れ以外の根本的な部分、圏域の設定自体を細分化出来たらいいのかなとは、考えており

ます。ただし、これもそれぞれ保険者の財政規模もございますので、今現在本市では次

の６期ですね、この３ヵ年では分割は非常に難しいと考えております。ですので計画上

は盛り込んでおりません。７期以降の宿題として認識しております。 

    あと情報の周知ということですが、これにつきましても、５期の時に広報で１ページぐ

らい要して「地域包括ケア」についての説明ということで介護保険課の方から掲載いた

しました。このような格好でどんどんホームページだけでなく、やはり紙ベースでの広

報紙を活用したいと考えております。それと合わせまして、私どももそうですし、包括

センターの働きかけと言いますか、周知には努めてまいりたいと考えております。 

会 長…冒頭、これからは地域の力にものすごく比重がかかっていくとおっしゃった、その通り

でございまして、その時に支援力、支援する力も必要でございますがね、同時に自援力

というか、それを高めなければいけないかなと思っているわけでございます。 

    では、第６章につきまして、事務局の方からご説明よろしくお願い申し上げます。 

事務局…配付資料に基づき、岸和田市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画（案）について

第６章からについて報告。 

会 長…有難うございます。今は第６章を中心にご説明いただきました。どうしても保険料とい

うふうに集約されますけれども、いろんな前半ご説明あったのを集約しまして計算にの

っとってみると基準額は 5,750 円とはっきりおっしゃられました。前回よりは少し増え

ておりますが、約 300円ばかりでしょうか。府下の平均はもう出ていますでしょうか。 

事務局…すべての市が出揃っているわけではないのですが、岸和田市第６期におきましては、ほ

ぼ府下平均を少し上回っているぐらいですが、ほぼ府下平均です。 

会 長…ということは、順位で行くとほぼ真ん中ぐらいでしょうかね。高いわけでなく、低いわ

けでなく、真ん中ぐらいということでしょうか。（私が）伺っているのは 5900 円前後な



んですね、岸和田さんが 5750 円ということは、ちょうどそのくらいなんでしょうかね。

前期よりは府下全体で 900 円上がっていると聞いております。ま、高くなくってよかっ

たなと思っていますけれども。皆様よりご質問ないですか。 

ちょっと私から 103 頁ですが、第５段階が基準額ですよね、市民の方が見て、素朴な見

方をすると、その対象者は基準額ですが「本人が市町村民税非課税で…」とありますが、

基準額なのに非課税の方が基準額というのは、市民の方の素朴な感情でいうと、非課税

の人が基準か、とよその市町村もそうで、その時に補足があって、「世帯の中に市民税課

税の方がいること」というところもありますが、これはそのまま文章になるのでしょう

か。このまま公表されるのでしょうか。非課税の方が基準なのか、というお問い合わせ

があった時にはどのようにお答えになっていますか。 

事務局…我々窓口で説明させていただいているのは、本人様が非課税、これが平均の基準額です

という説明をさせていただいて、それより下の部分というのは、非課税世帯の場合は、（基

準額から）４分の３であったり、２分の１の軽減になっているですよ、という説明をさ

せていただいていて、「世帯の中で課税されている人がおる人」という表現をしてしまう

と、その方が悪者みたいな表現になってしまうので、そういう表現はしないで、市民税

非課税という方が平均で、非課税世帯になったらそれより軽減があるんです、という説

明をさせていただいてます。 

会 長…私どもは多少関わりがありますので、他の市町村のものを多少見ることがありますんで

ね、そこまで深読みという人もいないでしょうが、素朴な見方をした場合には、非課税

の方が基準というのは市民感情からすると、どうかなと思っただけでございます。 

    他、いかがでしょうか 

委 員…所得段階加入者数の見込みというところがあるんですが、101頁ですかね。人数的中央値

はどの辺に来るんですかね。つまりどういうところが一番多いんでしょうか、というこ

とです。つまり、１番下から順に並べた時に真ん中というのはどこに来てるんでしょう

か。お金の話等は平均値をとるとばらつきが大きいので、人数的な段階の中央値という

のは、どんなもんでしょうか。 

事務局…第４段階のあたりで中央値になるかと思います。 

会 長…あと高齢者の場合は、お金を持っている方と持っていない方の格差がありますので、そ

のピークを出すのはなかなか難しいと思いますが、ほぼ第４段階のあたり、というお答

えがありました。他、いかがでしょうか。 

    では、１つめの議案「高齢者福祉計画と第６期の介護保険事業計画」につきましては、

ご了解と理解させていただいてよろしいでしょうか。 

事務局…福祉政策課の職員が来ましたので、先程の委員の質問に答えたいと思います。 

会 長…はい、よろしくお願いします。 

事務局…平成 20 年度からサポーター講座をやっておりまして、延べで行きますと 9000 人以上の

方が受講したことになっております。当初は広報に載せたり、いろんなところで募集し

て一般用の講座を広くやってきております。現在でも生涯学習の出前講座にもいれてお

りますし、定期的に広報には載せてはいないんですが、ホームページで知っていただく

ようにしております。サポーター講座に限らずですね、人権研修で認知症の講座をやっ

たりだとか、また高齢者の虐待防止のところで認知症の話をしたりだとか、本当に認知

症の話は、年中通してかなりやってきてはおるんですけれども、ただまだまだそれ以上

にたくさんの高齢者の方、認知症の方もたくさんいらっしゃいますので、どこまでいけ

ば十分ということはないんですけれども、これからも引続き頑張ってまいりたいと思い

ます。現状その程度です。 

会 長…では、次に進行しようかとは思ったんですが、97 頁を再度お開けいただけますでしょう



か、要は、市民がどういうふうな分担でもって負担しているかということですが、真ん

中にグラフがあって、右側が公費、つまり税金、税金部分が半分で、半分のうちの半分

が国が 25％持つ、４分の１が都道府県が持って、４分の１が市町村が持つわけですね。

左側が第１号の方が第５期だと 21％、第６期が 22％、ということは 40～64 歳の方は５

期が 29％だったのが第６期では 28％と減るわけですね、今期で６期ですけれども、第１

期は高齢者の負担が 17％、第２期は高齢者が 18％負担し、32％が若い人、だんだん高齢

者の負担を増やしていって、若い人の負担を減らそうというのはご了解いただいてます、

要は若い人は大変でございますので、できたら高齢者の負担を増やそうと第６期は 22％、

おそらく第７期には 23％となるでしょうね。言い換えますと若い人の負担も大変ですよ

ねということです。前にも申しましたが、このままいくと若い人が反乱を起こすかもし

れない、若い人の将来を考えた時に、その負担が大きいのは事実なんですね。ある文献

によれば、今 70 以上の方と 30未満の方とでは、70 以上の方々が生涯納めたお金に対し

て、4000万円余分にもらえるということですね、かたや若い方は納めても納めても 4000

万円少なくなる。合わせますと 8000 万円差が出る、と報道されましたもんで、「私はそ

んなにもらってない」というかもしれませんが、我々は払うときは 100円、200円単位で

納めていましたよね、多くても 1000 円以内でしたが、貰うときには月 20 万近く年金も

らいますので昔は安い金額で、もらうときはたくさんもらった。若い人は納めても納め

ても、もらうときには少ない額であるという報道がありますもんでね若い方についての

負担を軽くしようということの表れです。それでもやはり若い方に負担をいただかない

と、いま 40 歳以上の方が加入していますが、韓国のように 30 台から入ってもらわなけ

ればとか、やがては 20 台からとか、ドイツは最初から 20 台で入っています。韓国は日

本の失敗例を踏まえましてね、最初から 20 歳から保険料払わせているということです。

と言っても 500円前後で半分は企業負担なので、200円ぐらいの負担ですかね。というこ

とを少し申し上げた、ということでございます。 

    ２つ目の議題は平成 26年度の上半期の介護保険運営状況をご説明いただきます。 

事務局…配付資料に基づき、平成 26年度上半期介護保険運営状況について報告。 

会 長…有難うございました。26 年度の上半期介護保険運営状況ということでございますが、何

かご質問とかご意見ございますか。 

委 員…今のところに直接ということではないんですけれども、先程の第６期計画のなかの第５

期の実績の 25頁とかにあるんですけれども、個々の利用サービスのなかで、ちょっと見

てますと、訪問看護と居宅療養管理指導っていうのはそれなりに伸びているようなんで

すね。訪問入浴と訪問リハビリテーション、それから通所リハビリテーションっていう

のはどちらかというとあまり伸びていないか、伸び悩みもしくは下がっている、という

印象を持ちますが、これは 24 と 25 の比較ということで見てるんですけれども、その辺

に関して介護保険課としてはこういうことがあるのかなと認識しているということがあ

れば、ちょっと教えてください。 

会 長…質問の趣旨はわかりますでしょうか。わかる範囲で結構ですので。ご自身はどういうご

所見をおもちですか。 

委 員…私の個人的な考えですか。訪問入浴が、全然数字として落ちてるわけではないんですけ

れども、予想外に利用されていないというのは、やっぱり重度の方の自宅での介護が簡

単ではないのかなと、施設に入られたり、デイサービスやデイケアで入るこということ

のほうが、家族さんがその分時間もうくし、いろんな複合的なことが受けれるからなの

かな、という気がします。訪問看護に関しては、例えば医師会の訪問看護ステーション

の実績などを見るとあまり伸びてないんですね。でも訪問看護そのものが伸びていると

いうのは、これは別に国の問題なので、岸和田市が、という訳ではないんですけれども、



施設の中に訪問看護ステーションがある、で、施設の中のドアを全部叩くことが訪問看

護である、というふうになっている部分があるんですね、というのはサ高住であったり、

ある種の施設であっても自宅なので、もちろんそれは法的には可能なことなんですね。

でも、それは本来、訪問看護とは言わないんだろうなと、つまり移動時間ゼロですから、

それは別の形で看護サービスを義務付けるか、別の形で位置づけるか、の方が多分美し

いのではないだろうか。で、たとえばあるサ高住とか有料老人ホームに行くと、玄関の

入り口の横にもう一つドアがあって、そこに訪問看護ステーションと書いてあるんです

ね。外に行ってるんですかって聞いたら、いや中だけです、という形でやっている部分

があって、それは、今の現状の制度の中では、利用しやすい形であって、効率的にはい

いんでしょうけれども、ちょっとそういう訪問看護というのは何か別枠で考えるべきな

んだろうなと考えます。ニーズはあるんですよ。だからやっちゃいけない問うことでは

ないんですけれどね、コスト的には、社会的な負担としては、あまり望ましくない。そ

れから訪問リハビリテーションが減っている理由は、私にもよくわからないです。結局

まあ、その施設サービスがやっぱり多くなるのかなあと、いうことですね。私たち自身

が別に出くわしてて、訪問リハしてるところがどんどん減ってるよね、という印象はな

いんですね。あの別に頼めば来てくれるところはあります。という印象です。居宅療養

管理指導もそれはおそらく在宅サービス、主に医師が算定している部分と薬剤師さんが

算定してる部分が大きいんだろうと思いますけれども、そういう訪問診療あるいは訪問

薬剤管理指導ですね、そういうことをされている部分が増えているんだろうなと、それ

もやっぱり、施設がかなり、実際の個々の居宅というよりも、施設に対して行われてい

る訪問診療とか訪問薬剤管理指導っていうのは多いので、そういうことが反映している

のかなととらえます。それから通所介護は伸びているのに通所リハが伸びていない、と

いうことですよね。いわゆるデイケアということだと思うんですけれども、デイサービ

スは伸びているけれどもデイケアはあまり伸びていない、のかなという感じで、たしか

にやるところもそんなに増えていないですけれども、やはりその、デイケアはそういう

医療系ケアとしてやっているところが多いので、例えばお風呂がないとか、何かそうい

う総合的なアミューズメントがないとか、そういう部分が避けられているのかもしれな

いなかと、患者さん自身には、それはデイサービスとしてはありますけれども、パワー

リハ系と言いますか、リハビリして筋力付けますというような、いろんな年齢の人がや

っているのでどうかなあとは思うところもありますけれども、そういうサービスは、そ

れなりに受けているんで、通所リハがなぜ受けないのかなと、わかりにくいところもあ

るんですけれども、おそらくケアマネさんとかの方かその辺の実情は良くご存じで、ど

ちらかというとデイサービスに流れるんです、というところはきっとあるんだろうと思

います、これが私自身が持っていた思いですけれども。 

会 長…詳しく分析すれば違った見解もあるかもしれませんが、おそらく委員がおっしゃったご

所見通りおおむねそういった傾向ということでございましょうね。解説も含めご説明い

ただきありがとうございました。 

事務局…ケアマネさんの質向上という意味でも、適正化ということでも今後についてもケアマネ

ジャーさんへの、やはり例えば訪問リハが必要な方には訪問リハにいっていただかなけ

ればならないでしょうし、というところですね、そのあたりはやはりケアマネジャーさ

んに対し、保険者の方からは指導もいかなければならないところとは、考えております。 

会 長…極端な数字がないわけではないですが、まあまあ概ね計画に対しての大きな齟齬なない

という判断もできないわけではないというふうな言い方もできるということですね。今

後、努力目標もここから見て取れるということでしょうね。有難うございました。 

    他、よろしいでしょか。では３つ目の案件、同じく平成 26年度上半期の地域包括支援セ



ンターの運営状況で議題があがっておりますので、まず、ご説明いただきます。よろし

くお願いいたします。 

事務局…配付資料に基づき、平成 26年度上半期地域包括支援センター運営状況について報告。 

会 長…有難うございました。まさしく、６包括ございますが、６包括を包括的に説明いただき

ました。なにかお気づきのところなどございますか。 

委 員…相談業務に関してなんですが、見てると 1.5 倍ぐらいに業務量が増えているように見え

るん出すけれども、今のスタッフの数とかでやっていけてるのか、どんな現状なのか教

えていただけたらと、思います。 

事務局…包括支援センターの周知というのも一つあると思うんです。少し増えているということ

と、あとやはり６つに分割したということで、地域密着ということで、各包括に、久米

田も特に来所が多いということも顕著に出てると思うんですけれども、各圏域にあると

いう意味では、そこが増えた要因のように思います。保健センターが４圏域持っていた

ころに比べると、やはり相談業務は増えたように思います。 

委 員…それ自身はいいことだろうと思うんですけれども、まわってかすか？ということです。 

事務局…相談の方なんですけれども、次期によってたくさん来たりとか、というところがあるの

で、実際に相談がたくさん入った時には、他の活動もありますので、動いてはいるんで

すけれども、実際、大変な時期とかがあるのは事実です。 

委 員…何か対策とか、今後の対応とか、その辺で考えておられることはありますか。 

事務局…なかなか包括の人数も決まってますので、その中で動くっていうことは大変な時もある

ので、その場合は各関係機関、ＣＳＷさんとか、社会福祉協議会の地域担当の方とかに

は連携はとっておりますので、そこと相談しながら動いていただいたりということは考

えてはやっております。 

委 員…さっきスタッフの数が出てましたけど、その人しかそこにいなくて他にリソースがない

という訳でもない、ということでもない、ということなんでしょうか。 

    難しい話ではなくって、「大変なんですわ」という話なのか、「まだまだ余力はあります

よ」という話なのか、こういう会だから今後の話としてはね、スタッフが増えればいい

なとか、こういう部分でちょっと手詰まりになっているんですよとか、今までよっぽど

暇やったんですねと言わん限りは、こんな 1.5 倍も増えて、涼しい顔してやっていると

は考えにくいので、ちょっとそういうことなんですけれどもね。 

会 長…会議がいっぱいあって、地域ケア会議というのがありますけれども、これは重要な会議

でございますけれども、比較的回数はそう多くはございませんよね、今後とも、特に第

６期においては、なお地域ケア会議は重要になりますので、そういった心構えよろしく

お願いいたします。 

    これも蛇足ですが１ページをご覧ください。26 年度の地域包括支援センターの運営状況

なんですが、その中で職員の配置状況というのがありましたけれども、途中訂正があり

ましたが、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャー、これが三職種、というものです。

ところが主任ケアマネジャーは資格が必要ですけれども社会福祉士と保健師につきまし

ては、経験のあるものでもいいとなっておりますので、とうことで保健師等と書いてあ

るということは、これは資格がない方でも長年経験があればということで等と書いてあ

るんですね。誰がということは聞きませんが、そういう方も立派な業務資格ということ

ですね。保健師さんの資格のある方、社会福祉士の資格のある方、経験のある方という

ことで、必ずしも資格は問わない、原則は資格だと思うんですがね、ということですね。 

    他に委員の皆様でご意見がありましたら、承りますがよろしいでしょうか。 

    では、この３つが今日の主な議題でございますが、今年度、第５期の最後の協議会とな

りますので、委員の皆様からご質問も含めて、ご感想とか、今後に対するご要望もござ



いましたらということで、最後に岩井委員様の方で絞めていただこうと思っております。

よろしくお願いします。 

委 員…いつもお疲れ様です。これだけの量やるの大変やと思うんですけれども、介護保険に関

してはこれからやらないといけないことはたくさんあると思いますので、ぜひお願いい

たします。以上です。 

委 員…同じくでありますが、今、いろいろ聞かせていただいて、大変な仕事、いろいろしてい

ただいているということで、計画いろいろお聞きして極力精一杯やっていただけるよう

に、ということで、お願いします。 

委 員…今６箇所の包括さんでやっておられるんですけれども、将来的には増やしていけるとい

うことで期待を持っております。益々、介護関係の制度も変わっていきましょうし、そ

ういう介護保険を利用したいという人も増えていくでしょうし、その中で大変だと本当

に思いますけれどもね、よりまた、いろいろと精査しながら、岸和田のためによろしく

お願いします。 

委 員…前回欠席させていただいたんですけれどもこの第６期計画の施設整備の中で 82頁の方な

んですけれども介護老人福祉施設、広域となっているんですけれども、公募の方はいつ

ごろからされるのか、そして何年後にできるのかということですね、それと今現在、特

養が５箇所、ミニ特養が３カ所、そしてまた 50カ所になりますと、入所の方がね、声を

かけても入ってこないところも聞いたことがあるんですけれども、先程の適正化に準じ

てるんかどうかも、どういう感じかなというところがあるんですけれども。将来的にも。

待機者は確かに多いことは多いんですけれども、皆さんたくさん重ねて入所依頼をかけ

ていると思うんですけれどもどういう根拠で算出されたのか。 

事務局…公募につきましては、来期４月年度初めから公募の要綱等準備を準備させていただいて、

この会議の来年度の一回目が７月に行われると思いますので、そこで公募についての内

容を諮らせていただきまして、あくまで予定ですが、８月に市のホームページ、広報で

公募の記事を載せる予定になってまいります。その後は事前協議があったり、そこのス

ケジュールは未定ですが、来年度中に公募してやっていたけるところを決めて、28 年度

に工事、29年度に開設かと考えております。あと確かに 50床が多いのか少ないのかと言

われますと、今年度の４回の運営協議会でもご意見いただいていたところです。毎年４

月に介護度３以上の緊急を要する待機者の調査がありまして、平成 26年４月で、もちろ

ん重複している部分もつぶして 190 名という数字が出てましたので、で、26 年度中には

ミニ特養が３ヶ所 87床できていますので、引き算するとあと 100床、じゃ 100床作るか

ということではなくて、いろんな状況を考えながら 50床という計画を立てさせていただ

きました。 

委 員…特にないのですが、読むだけでも大変なのに、作る方はもっと大変だっただろうなと思

っております。 

委 員…介護保険についてのお話し中なんですけれども、43ページの(1)のこの高齢者の課題とい

うんでしょうか、この介護保険に係るまでにどうすればいいのかと、どうしてほしいの

か、ということがここに書かれているかなと思うんです。私自身老人会の代表なもので

すから、地域でもやはり老人会に加入している人は少しでも元気でおりたいと、まあ、

友達もあることですから、いろいろと学ぶこともあるんですけれども、全く参加されな

い、何もしない、という人がどんどこ病気になっていく、精神的にもまいっていくとい

うことがあると思うんです。介護保険課とまたそういう高齢福祉について考える部署が

違うんだろうとは思いますけども、やはりこれは、門口の問題だと思うんですよね、介

護保険課の門口だと思うんです。だから、そこもつなげて考えていかないかんなという

ことを感じ取って帰るということです。どうも有難うございました。 



会 長…委員は老人クラブからのご代表でございますけれども、今回は新しく地域支援事業とい

いますか、平成 29年度からやるということですが、それについては政府から出た正式な

文章ですけどね、老人クラブにもそういったですね、地域支援事業にというか新しい人

にかかわってほしいというような、要望が出ておりましてね、私も老人クラブにかかわ

っておりますが、あちらこちらでやりましょうということで、もちろんＮＰＯとか、住

民組織とかたくさんございます、民間の事業者もありましょうけどね、そのなかでも老

人クラブへ寄せる期待は大きいということで、ご援助お願いしたいと思います。そのか

わりそういった認可が下りれば多少費用も出ますので、従来の介護保険は外したけれど

も、地域の方々にご支援願いたいということが趣旨でございますので。そういった文章

をいただきますけれども、老人クラブに寄せる期待は大きいと書いてございますので、

よろしくお願いします。 

委 員…すでに複数の意見が他の委員さんからも出ていてダブってしまうんですけれども、地域

包括支援センターの職員の適正配置、パブリックコメントでも第６期において検討して

まいります、ということが載っております。それで先ほど包括の報告の中で、三職種は

既に配置をされておりまして、包括によってはその他１名をプラスで配置しているとこ

ろもあります。このあたり、基本的には各社会福祉法人が市からの受託ということで委

託事業を受けているということでございます。この適正人員につきまして保険者の考え

方と言いますか、委託料の話をここでするのはあれでございますけれども、適正配置の

考え方、現状の認識、このあたり保険者の考え方ありましたら、ちょっときかせていた

だけますか。 

事務局…先ほど来お話させていただきました通り、今現在、他の委員からもお話しいただきまし

た、これだけ業務量があって、はたして３名でいけるのかということがまず１点ござい

ます。これにつきましては十二分に認識をいたしております。ですので、地域に根差せ

ば根差すほど、増えて来るのは当然のことでございますので、それに対する手立てと言

いましょうか、人の配置と言いましょうか、私ども保険者としましても今現在３名でた

っておるとは考えておりません。これも継続して人の要求を行っていきたい。これが１

点。それともう一つは先ほどの話に戻るのですが、元来、中学校で１つは作っていきた

いなあと個人的な思いはございます。ですから岸和田市内６圏域、これを、できました

ら７期の段階で 11ヶ所、11圏域に分けていきたいなあと、ですので一つの圏域を半分に

分割するということになりましたら、３名が６名で１圏域が２圏域に分かれるという格

好になってきますので、できればこういうふうな方法をとっていきたいと考えておりま

す。 

委 員…それともう１点、包括の上半期の中でいろんな予防教室ですかね、されていますが、こ

れの成果と言いますか、何人参加されたうちの何人が、介護度が軽くなったとか成果が

あると思うのですが、このあたりの評価というか成果というか、これまで何か統計か数

字で出されたことがあるんでしょうか。 

事務局…いろいろ教室がございます。一次もあれば、二次もございます。その中で、今まで、確

か、街デイでしたか、街デイにつきましては一定評価もしておる、ということでござい

ます。それとあと、最近、特に大阪府の安定化基金を活用して、フレッシュらいふとい

う教室をやっているんですが、これについてもおそらく（評価を）とっていたと思いま

すが、どうしても年数が浅いものですから、果たしてそれが要介護度の改善につながっ

たのかは、そこまでは検証がなされていない、という状況でございます。 

委 員…これは今後ぜひとも、成果をつけていっていただきたいと、要望でございます。 

    それと、保険料の件ですけれども、基金を２億円取り崩して、保険料の上昇を抑えてい

るということですが、百円いくら、これは年額で抑えたということでしょうか。 



事務局…月額です。 

委 員…ということは基金の取り崩しがなければ、５千いくらにプラス百いくらが本来の保険料、

ということでいいんでしょうか。それと基金ですが、基本的には財源不足の時に活用す

る取崩しということなんですけれども、保険料を抑止するために、というのは認められ

ているんですよね。保険料を高くしないために基金を取り崩す、ということはＯＫなん

ですよね。 

事務局…介護保険財政というのは、まず三か年の全体の給付費を算定いたします。それに対して、

保険料、先ほどから説明させていただきましたように、１号（の被保険者）にどれだけ

割合として要るんだ、と保険料負担を算出いたします。財源に対して３ヵ年ごとに精算

するというのは大原則ですから、３ヵ年のうちに基金としてたまっていった分について

は、次の３ヵ年において、活用していく、保険料の軽減につなげる、というのが目的で

ございます。以上です。 

委 員…ほんとに、緻密な計画を立てていくのは大変だろうなあと、いうことでほかの委員の方

からは、そういった内容があったので、少し視点を変えてですね、私は実はいろんな高

齢者ばかりの地域を研究活動でてんてんと歩いておるんですね、今回のこのオレンジプ

ランでもそうなんですけれども、要はその生活していった土地、愛着のある土地でいか

に心地よく暮らしていけるか、というところで、こういうふうな緻密な計画は立てられ

ておるんですけれども、さて岸和田市の場合はですね、どういうところが特徴なんだろ

うなあ、ということを思いつつ聞いておりました。先ほど委員さんの方から老人クラブ

に入ってない方のお話がありました。で、先程もどういうふうな広報活動をされてます

かということを質問させていただいたんですけれども、岸和田市の方がとられたアンケ

ートを見てても、意外や意外、介護保険のことをあまり知らないという人の数も、けっ

こう、40％ですか、ありましたよね。ほんとにほしい人がほしいときにサービスが受け

られるためにはどうしたらいいんだろうか、ということですし、また、例えば認知症の

方々にしてもですね、地域によって様々だと思うんです。同じようなレベルの認知症の

方でも、ほんとに山間山間のところでは独居でも住める、ところが大都市になると隣近

所が切迫してくるとそうはいかない。というふうな地域特性があるかなと思うんですけ

れども、これからそういったこともいれていただいて、たとえば認認介護なんてことも

言われているなかで、じゃ認認介護の人がホームページを見るんだろうか、とか、ほん

とにほしいときにそういったところに目が届くんだろうか、という問題なんかもこれか

ら見えてくるのかなあと、ちょっと計画とはかけ離れたところではあるんですけれども、

実際に市民が使っていくときに、そういった特色なんかも、これからでていったら、よ

りいいのかなあという印象を持ちました。 

会 長…委員さんの方から一通りご意見を承って、どうも有難うございました。重要なご指摘も

たくさんございました。包括支援センターというのは、パブリックコメントの市当局の

考え方の中にも、今は６箇所だけれども理想は中学校と書いてございました、やがてそ

うなればいいと思います。本当は理想ではなく目安が中学校なんですね。理想的には私

は小学校区にあった方がいいと思ってるんですね。でも大きな市内の中に１箇所しかな

いところもこの近くにあるんですね。財政力においてということもあってですね、本来

ならば４箇所５箇所あってもいいところが、なくなく１ヶ所というふうにしてはって、

そういうところもある中で６箇所あるということは、もちろん上を見たらきりがありま

せんが、よくやってはって今後ともできたら中学校に１ヶ所と、課長から力強いお言葉

をいただきましたのを、うれしく思っている次第でございます。 

    あと少しございますが、予定しておる大きな３つの案件がございました。その他につき

まして事務局の方から、ご説明よろしくお願いいたします。 



事務局…①新しい総合事業の開始時期、②地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を

定める条例の制定、③地域包括支援センター社協の事務所移転、④地域密着型サービス

の指定状況及び岸和田天神山荘（地域密着型介護老人福祉施設）の開設について報告。 

会 長…今、事務局からその他につきまして４点ご報告がございました。ご意見ありますでしょ

うか。ないようですので、これをもって本日の案件は終了いたしますが、少し時間をい

ただきます。ここは大阪府です。大阪は明治以降からずっとそうですが、古く聖徳太子

の時分から歴史の中でも福祉が発展した街なんですね。特に明治以降はほんとに大きな

功績を遺したのが大阪ですね。例えば、民生委員さんも大阪から始まりました。ホーム

ヘルパー制度これも大阪から始まりました。大阪は非常にたくさんの事業を始めておら

れます。当初厚生省は、戦前もそう、戦後もまず厚生省の職員はまず大阪に来て大阪の

福祉を学んで東京へ持って帰って全国に広めていった。大正の終わりから昭和の始まり

までは大大阪と言いまして、面積もそうですが、人口も多かった、東京よりも多かった

んですね。世界で４番目であった。非常にそのころは大阪は発展したんですが、今はな

にもかも東京中心で、人口ももはや、大阪市も横浜市に負けておりますもんね、やがて

名古屋市にも追い抜かれそうな状況ですけれども、しかし、しょっちゅう東京に行くこ

とがあるんですが、いまだに大阪のあり方がものすごく注目されているということです

ね。さきほどからコミュニティソーシャルワーカーというのが出てきますね、去年ＮＨ

Ｋテレビでサイレントプアというドラマがあったんですね、モデルは豊中市です。全国

でコミュニティソーシャルワーカーを知らなかった多くの方々が、あれを見てこんな仕

事をされてるんかと、これも大阪が始めたということなんですね。ということで大阪と

いうのは誇り高い街である思っているということですね。そういう中でですねご熱心に

ご討議願って、第６期に向けてのご審議願ったことに、感謝申し上げます。私どもは介

護保険法のことを論議願ってますが、もともとは老人福祉法があって、それは昭和 38年

にできたんですね。老人福祉法は税金でもってお世話する、措置というんでしょうか、

利用者は自分で選択できなかった。ところが 2000年にできたのが介護保険法です。今は

何でも介護保険法が老人福祉の中心ですが、老人福祉法の基本理念は高齢者の心身の健

康の保持と生活の安定、これを図るのが老人福祉法、その一環として介護保険法がある

んですね。介護保険法と老人福祉法の関係は、まず介護保険法を使いなさい、どうして

も介護保険法を使えない場合は、老人福祉法で税金でみましょう。ということで両輪と

いうことでございます。困っている方、介護保険を利用できない方、例えば要支援１、

２の方は（特別養護）老人ホームに入れませんね。老人ホームは介護度１からです。虐

待が非常にひどくてですね、本来は入れませんけれども、その場合には市当局がほっと

けないとなった場合には、老人福祉法、税金を使ってですね、その方を老人ホームへ入

れることもあります。だから介護保険と両輪ということでございます。 

    最後恐れ入りますが、どうしてもというときは、会長・副会長にお任せいただきますと

いうことでよろしいでしょうか。最後は議会での上程がございますけれども、というこ

とでございました。ということでこれをもって終わりますけれども。最後に課長様から

お言葉をちょうだいします。 

事務局…課長からの挨拶と事務連絡 

会 長…皆様のご協力で無事終了いたしました。感謝いたします。これをもって散会いたします。 


